
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 根拠と手段・方法を                  無理であるなら、伊東市は、なぜ、適用  

 是非、知りたいもの  意見書の採用・不採用は     出来たのでしょう。他の市町も同じ考え 

です。        業者の判断           です。( 函南町だけが異質な考えです。) 

           ( 法的拘束力なし。) 

※ 不遡及の原則には反しません。 

根拠 

・ 森林法、環境アセス条例を含め関係法

令の規定により、工事着手していない

以上、適用できます。 

・ 遡及問題が起こらないことは裁判 

( 判例 ) で明らかになっています。 

※ 県の責任者から、「モデルガイドラインは、 

届出時期を示しただけで事業着手と定義は 

していません。」との回答を得ています。 

※ 函南町のように、受付日を事業の着手と考え

ている市町は、全国に存在しません。 

※  法令をしっかり勉強して頂ければ、条例が

法的に何の問題も無く、適用が出来ることを

ご理解されるものと期待しています。 

※ 議員は、防災の専門家ですから、住民の命

が掛かった問題であることは認識されてい

ると思いますので、是非、その知見を活かし、

頑張って頂きたいと思います。 

議会だより解説 

条例は適用 

←できます 


